
 
 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴインフラ地域展開マスタープラン 

-Society5.0 時代におけるＩＣＴインフラを活用した地域課題解決- 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 6 月 25 日 

総務省 



 
 

目次 
 

第１章  「ＩＣＴインフラ地域展開マスタープラン」の目的・・・・・・・・・ 1 

 １－１ ＩＣＴインフラの重要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

１－２ ＩＣＴインフラ整備の現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 １－３ 「ＩＣＴインフラ地域展開マスタープラン」の策定・・・・・・・・・ 2 
  

第２章 今後のＩＣＴインフラの整備方針と具体的な推進方策・・・・・・・・・・ 3 

２－１ 条件不利地域のエリア整備（基地局整備）・・・・・・・・・・・・・ 3 

２－２ ５Ｇなど高度化サービスの普及展開の推進・・・・・・・・・・・・・ 5 

（１）５Ｇ基地局整備の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

（２）５Ｇ基地局向け光ファイバ整備の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

（３）ローカル５Ｇによるエリア展開の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

２－３ 鉄道／道路トンネルの電波遮へい対策の推進・・・・・・・・・・・・・ 6 

（１）新幹線トンネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

（２）在来線トンネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

 （３）道路トンネル（高速道路／直轄国道）・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

２－４ 光ファイバ整備の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

（１）５Ｇ基地局向け光ファイバ整備の推進＜再掲＞・・・・・・・・・・・・ 7 

（２）居住世帯向け光ファイバ整備の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 
  

ＩＣＴインフラを活用した地域課題解決に向けて・・・・・・・・・・・・・・・ 8 



1 
 

第１章 「ＩＣＴインフラ地域展開マスタープラン」の目的 

 

１－１ ＩＣＴインフラの重要性 

現在、我が国は、Society5.0 に向けた大変革期の入口に立つとともに、東京一

極集中が孕むリスクや地方の疲弊が限界を迎える時代にある。 
 こうした中、持続可能な地域社会の実現に向け、Society5.0 の様々な可能性を

活用して地域コミュニティの課題の解決に取り組む必要がある。中でも、５Ｇを

はじめとした携帯電話基地局や光ファイバなどのＩＣＴインフラは、こうした

地域コミュニティの課題を解決し、地域活性化を図るための基盤としてその重

要性がますます高まっている。 
 

１－２ ＩＣＴインフラ整備の現状と課題 

 我が国のＩＣＴインフラは、2017 年度末現在で、居住世帯向けサービスのた

めの光ファイバの世帯カバー率は 98.3%となったほか、携帯電話のサービスエ

リアの人口カバー率は 99.99%（エリア外人口は約 1.6 万人）に達するなど、着

実に整備されてきている。 

 また、ＩＣＴインフラ整備が進んだ結果、2018 年 12 月現在で、固定系ブロ

ードバンドの契約者数は 3,968 万契約（対前年度比 1.1%増）になったほか、移

動系超高速ブロードバンド契約は 1 億 9,491 万契約（対前年比 14.4％増。内訳

は、ＢＷＡが 6,352 万契約（同 14.6%増）、3.9－4 世代携帯電話（ＬＴＥ）が     

1 億 3,139 万契約（同 14.3%増））となるなど、近年、その契約者数が大幅に増

加している。 

このような状況の下、2019 年 4 月 10 日には、５Ｇの全国サービスを提供す

る事業者４者に対して「第５世代移動通信システム（５Ｇ）の導入のための特定

基地局の開設計画」（以下「開設計画」）を認定した。開設計画の認定に際し、各

者に対して、２年以内に全都道府県で５Ｇサービスを開始することを義務づけ

るとともに、広範かつ着実な全国展開を求める条件を付した。 

一方、各者が提出した開設計画の内容は、５Ｇのサービスエリア整備に関す

る数値目標が各者で大きく異なっているほか、計画期間である５年間のうちに、

条件不利地域やトンネル内などの電波遮へいエリアを含め、全国各地を面的に

くまなく５Ｇ基地局を整備するような内容にはなっていない。このため、各者の

整備目標を可能な限り前倒しして、５Ｇ基地局やそれを支える光ファイバの地

方への早期展開を促進する方策を講じる必要がある。 
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【図表３】今後エリア化が想定される具体的なエリア 

種別 エリア化が想定される具体的なエリア 

緊急輸送 

道路等 

・緊急輸送道路 

・避難路 等 

観光地 

・自然公園（国立公園、国定公園、都道府県立自然公園）、自然遺産、火山 

・国や地方公共団体などにおける観光振興に関する計画等に位置付けられた

観光地 等 

その他 

・農林業従事者の作業エリア等、緊急時に備えた通信確保が必要なエリア 

・農作業や建設作業などにおいて、安全確保や業務効率化を図るために通信

確保が必要となるエリア 

・観光地にアクセスする道路など、エリアの連続性確保の観点から一体的に

整備が必要なエリア 等 

 
これまでの条件不利地域における基地局整備支援は、「居住エリア」におけ

るエリア外人口の解消を成果指標として、携帯電話等エリア整備事業により

対策を講じてきた結果、「居住エリア」の対策完了に一定の目処が立ったとこ

ろである。このため、今後は、エリア外人口の解消を成果指標とする支援で

はなく、国民の安全・安心の確保の観点からエリア化を推進することとする。 

具体的には、全国を粒度の細かなメッシュ（500 メートルメッシュ。約 150
万メッシュが存在。）により区切り、このメッシュのうち、国道・都道府県道・

市町村道が含まれているメッシュであって、まだエリア化されていないメッ

シュについて整備を促進する。さらに、登山道などの観光地や、農業・林業な

どの作業場などについて、個別の要望等も勘案して対策を講じることとする。 

  










